
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を受けて検討すべき事項

（案） 
＜省令事項＞ 

法の該当条文（改正後） 仕事と家庭の両立支援対策の充実につい

て（建議）（平成２０年１２月２５日） 
・第５条（育児休業の申出） 
２ 前項の規定にかかわらず、育児休業・・（略）・・をしたことがある労働者は、当該育児休業を開

始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項

の申出をすることができない。 

３ 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも

該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、

期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしてい

るものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 

 二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認めら

れる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合  

 

・第６条（育児休業申出があった場合における事業主の義務等） 

・第８条（育児休業申出の撤回） 

 

『（１）育児休業の再度取得要件について 

・長期にわたる子どもの疾病が発覚した

場合や、現在受けている保育サービスが

受けられなくなった等の事情により新た

に保育所等に入所申請を行ったが当面入

所できない場合について、育児休業の再

度取得を認めることが適当である。』 

 

・第５条（育児休業の申出） 

４ 第一項及び前項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で定める

ところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「育児

休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）とする日を明らかに

して、しなければならない。（略） 

・第７条（育児休業開始予定日の変更の申出等） 

・第１１条（介護休業の申出） 
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・第６条（育児休業申出があった場合における事業主の義務等） 

１ 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。

ただし、・・（略）・・協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして

定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 

【改正前の二号】 → 今回の改正で削除 

二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育する

ことができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者 

二  前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な

理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

 

・第１７条（時間外労働の制限） 

 

 

『２ 父親も子育てができる働き方の実

現 

（略） 

・育児休業、時間外労働の制限等におけ

る労使協定による専業主婦（夫）除外規

定等の廃止が適当である。』 

 

・第１６条の２ （子の看護休暇の申出） 
１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一

の年度において五労働日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあ

っては、十労働日）を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防

を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇（以下この章

において「子の看護休暇」という。）を取得することができる。 

 

『（１）子の看護休暇について 

（略）また、子どもの予防接種及び健康

診断の受診についても取得理由として認

めることが適当である。』 

 
・第１６条の５ （介護休暇の申出） 

１ 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業

主に申し出ることにより、一の年度において五労働日（要介護状態にある対象家族が二人以上の場

合にあっては、十労働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（以下「介護休暇」という。）

を取得することができる。 

 

 

 

『（２）介護のための短期の休暇について 

要介護状態にある家族の通院の付き

添いなどに対応するため、介護のための

短期の休暇制度を設けることが適当で

ある。（略）』 



２ 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介

護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。 

 

・第１６条の８ （所定外労働の制限） 

１ 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、・・（略）・・協定で、次に掲げる労働

者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働

者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならな

い。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

一  当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二  前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由がある

と認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 
 

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超

えて労働させてはならないこととなる一の期間（一月以上一年以内の期間に限る。第四項において

「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及

び末日（第四項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日

の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間について

は、第十七条第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 

３ 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の

労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が

生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業

主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第三号

に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一  制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請

 

『（２）所定外労働の免除について 

（略） 

対象者については、当該事業主に引き

続き雇用された期間が１年未満の労働者

等については、労使協定により、措置の

対象から除外できるようにすることが適

当である。（略）』 



求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

 
・第１７条 （時間外労働の制限） 

 
・第２３条 （所定労働時間の短縮措置等） 

１ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休

業をしていないもの（一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。）

に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮するこ

とにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置（以下「所定労働

時間の短縮措置」という。）を講じなければならない。ただし、・・（略）・・協定で、次に掲げる労

働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者に

ついては、この限りでない。 

 一  当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的

な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

 

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者で

あってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないことと

するときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育

児休業に関する制度に準ずる措置又は 労働基準法第三十二条の三 の規定により労働させることそ

の他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置（第二十四条第一項

において「始業時刻変更等の措置」という。）を講じなければならない。 

『（１）短時間勤務について 

（略）この場合、例えば、勤務時間が１

日６時間を上回る分の短縮の措置を含む

こととするなど、措置の内容について一

定の基準を設けることが適当である。 

・対象者については、勤務時間が１日６

時間以下の労働者は法令により対象外と

するとともに、当該事業主に引き続き雇

用された期間が１年未満の労働者等につ

いては、労使協定により、措置の対象か

ら除外できるようにすることが適当であ

る。また、業務の性質上又は事業場の実

態に照らし、短時間勤務とすることが難

しい労働者については、労使協定によ

り、措置の対象から除外できることと

し、対象外となった労動者に対しては、

代替措置として、現行の育介法第２３条

の選択的措置義務のうち他の措置（所定

外労働の免除を除く。）を講ずることを

義務付けることが適当である。』 
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＜指針事項＞ 

 
○ 『不利益取扱いについて、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（以下「均等法」

という。）における取扱いも踏まえ、育介法の趣旨、目的に照らして必要な見直しを行うことが適当である。』 

【仕事と家庭の両立支援対策の充実について（建議）（平成２０年１２月２５日）】 

 



改正法案の国会審議における議論 

 

＜衆・厚生労働委員会（平成２１年６月１２日）＞ 

 

○西村智奈美議員（民）  

 いわゆるとつけさせていただきますけれども育休切りというのは、いろいろなステージで実際には行われ、そして、今の

お話を伺いますと、育休を取得するために申出書を出せばそれでオーケーだ、とれるんだという話でありましたけれども、

私も何人かの実際育休切りに遭った方々のお話を伺いましたし、またいろいろなことを考えてみましたけれども、やはり労

働者の手元に何も紙がないということから、本当にきちんと復帰できるのだろうかということを不安になるのは、これは不

安になるんだろうと思うんですね。 

 実際に、その申出書が労働者の手元に残っていない。そこで、例えば気のきいた事業主は、この申出書はあなたも持って

いた方がいいでしょうからといってコピーをとって渡してくれるところも、気のきいた事業主はしてくれるかもしれません

けれども、実際には労働者の手元には何も残っていないということが想像をされます。 

 ここは、不安解消という点からも、やはり何らかの書面が労働者の手元に残るように、あるいは渡るように措置を講じる

べきではないかと考えますが、いかがでしょうか

 

。 

○舛添厚生労働大臣 

 一昨日、山井さんや郡さんからも言われて、この紙が大事なんだということをおっしゃられて、私もずっと考えていて、

例えば、年金の特別便をもらって訂正に来られるときに、窓口で、あなたはこれぐらいです、仮計算でいいからあったら安

心だろうということで、一枚紙を係の人の判こを押して渡すようにした、あれで大分安心したということを言われました。 

 そういうことも含めて、申出書を出していただいて、きのう山井さんがおっしゃったように、いつからいつまでが育休の

期間ですよ、それは確認しましたという形で必ず労働者にお戻しする、そういう形を省令の措置によってやろうと思ってお

ります。 
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